
地方消費税収の使途について 

 

平成 26 年 4 月 1 日から５％から８％に引上げられた消費税率については、

地方消費税率についても100分の25から、63分の17に引上げられており、

引上げ分の地方消費税収は消費税法により社会保障施策に要する経費に充てる

こととなっています。 

長野市の平成 28年度決算では、次のとおりです。 

 

【地方消費税収】 70.6億円（うち引上げ分の地方消費税収 28.4億円） 

 

【引上げ分の地方消費税収を充てた事業】 

 

（単位：百万円）

国県支出金 市債 その他
引上げ分の
地方消費税収 その他

障害者福祉費 7,312 4,931 44 17 484 1,836
障害者自立支援
給付費
など

児童措置費 6,091 5,137 0 0 341 613
児童手当支給
など

福祉医療費 2,143 722 0 1 199 1,221
福祉医療費給付
など

老人福祉総務費 6,076 408 0 175 1,705 3,788
介護保険特別会
計繰出金
など

母子保健費 626 130 0 3 114 379
妊婦健康診査
など

22,248 11,328 44 196 2,843 7,837

主な事業内容決算額

特定財源 一般財源

財源内訳


